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５類移行後の新型コロナウイルス感染症対策と今後の対応について（お知らせ） 

 

薫風の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、鹿児島市教育委員会より、標記の件につきまして通知があり、それを受けて学校における対策

及び対応について下記のように整理しました。 

つきましては、５月８日より実施させていただきますので、ご理解ご協力のほど、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校としての基本的な感染対策 （感染状況が落ち着いている時） 

⑴ 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握  ※健康観察カードの提出は求めません。 

⑵ 適切な換気の確保（ＣＯ２モニター、サーキュレーターの活用）と窓の開放 

⑶ 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導    ※必要に応じて消毒を行います。 
 

※ 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、「近距

離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること、児童間で触れ合わない程度の身体

的距離を確保すること等の対応を一時的にとることがあります。 

 

２ マスク着用及び給食 

 ⑴ これまでと同様、学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とします。 

   （体調がすぐれない場合や、せきやかぜ症状等がある場合は、着用をおすすめします） 

⑵ 学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこととしますが、場面に応じて給食時のマナー 

指導は引き続き行っていきます。 

 

３ 出席の取扱い 

 ⑴ 児童生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法に基づき、出席停止とします。 

⑵ それ以外の出席停止にする合理的な理由の判断に当たっては 、地域や学校における感染状況や、

高齢者や基礎疾患のある方がご家族の中にいるなど、家庭・家族の状況等を踏まえることを根拠に、

個別に判断していくことになりますので、ご相談ください。 

 

４ 新型コロナ感染が確認された際の児童に対する出席停止の期間 

⑴ 「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽くなった後、１日を経過するまで」を基準とします。 

⑵ 出席停止後の登校再開後、発症から１０日を経過するまでは、該当する児童に対してマスク着用

をすすめることになっています。 

⑶ 登校再開可能日については、個別に状況が異なりますので、お医者様にご相談、ご確認ください。 


